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議会基本条例策定代表者会議 
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          片 山   薫 議員          林   倫 子 議員 

          渡 辺 ふき子 議員          小 林 正 樹 議員 

          斎 藤 康 夫 議員          百 瀬 和 浩 議員 

          水 上 洋 志 議員          五十嵐 京 子 議員 

          板 倉 真 也 議員 

 欠席議員   ０名 

  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 事務局職員出席者 

  議会事務局次長          飯 田 治 子         庶務調査係長    清 水 伸 悟 

  庶 務調査 係    前 坂 悟 史 
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午前10時開会 

○森戸座長 おはようございます。小金井市議会

基本条例策定代表者会議、第23回を開催いたしま

す。 

 お手元に次第がありますので、順次協議を進め

てまいります。 

 まず、第１番目に、11月５日に全員協議会の開

催要件、市長報告を行うに当たっての全員協議会

の開催要件について持ち帰っていただいた会派が

ございます。ご回答をいただければと思いますが、

いかがでしょうか。 

○鈴木議員 前回も非常に長時間、議論をしたわ

けですが、やはり、ハンドブックの34ページの、

会派代表者会議の開催の要件として、２会派以上

が欠席した場合は成立しないという、この申し合

わせ事項が改めて確認されたということで、これ

がある以上は、この会派代表者会議の開催要件を

設けること自体、あまり意味がないのではないか

なということで、従前どおり、議長一任という形

でよろしいのではないかということであります。 

○森戸座長 ということは、何分の１以上の要求

があればということは関係なく、議長一任という

ことですね。 

 ちょっと休憩します。 

午前10時01分休憩 

                  

午前10時53分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 今、全員協議会の項の第２項と第３項について

議論してきました。民主党がおっしゃるように、

議長判断でいいということになれば、これは、こ

れまでどおりということになり、それは非公式で

議員が全員協議会の開催請求をするということに

なります。 

 先ほど、次長からも説明を協議会でいただきま

したが、非公式のものを条文化するということに
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はならないということになりますので、そうなり

ますと、この第２項と第３項は削除するというこ

とになるということであります。 

 したがって、各会派、持ち帰っていただきまし

て、この第２項、第３項を削除することで良いか

どうかということですね。 

 それと、２点目は、削除することになると、で

は、第１項はどうするのかということになってき

ますので、その点も、そうなると、全員協議会と

いう項目は全て削除する、会議規則に委ねるとい

うことになります。その点も、併せて持ち帰って

いただければと思います。 

 先ほど、協議会でも申し上げましたが、全員協

議会については、たたき台を作る過程の中でも、

全会派が一致して議員が請求する場合もあるとい

うことは公式化していこうということで、一致し

てきたと思います。もちろん、いろいろなご意見

はありますけれども、大枠は一応したということ

であります。その点、４年間、議論を重ねており

ますので、是非、何らかの前向きな結論を持って

きていただければありがたいと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 では、全員協議会の問題については、現時点で

は終了いたします。 

 続きまして、研修会についてであります。この

研修会は、初当選議員にするか、全議員にするか

ということですね。そういうことで持ち帰ってい

ただいているんですか。（「講師については」と

呼ぶ者あり）講師ですね。四者がやるか、事務局

が行うか。それぞれ、ご回答いただけますでしょ

うか。 

○中山議員 様々な意見があったんですが、改選

ごとに、新人議員を含む全議員で研修会に参加す

ることで、歩み寄るということで、講師は議長、

議員が務めるということで落ち着きました。 

○森戸座長 議長、議員ですね。 

 では、共産党。 

○水上議員 研修対象は全議員で、講師について

は、議会の条例なので、正副議長、または正副議

会運営委員長ということでいいのではないかと思

います。 

○森戸座長 公明党。 

○小林議員 公明党は、全議員が参加対象であり

ます。講師については、読み合わせ程度の内容を

考えておりますので、前議長、議会運営委員長で

もいいんですが、事務局でも対応可能かなと考え

ています。 

○森戸座長 それでは、みんなの党。 

○百瀬議員 研修対象については全議員というこ

とで、講師につきましては、正副議長及び正副議

会運営委員長ということで。 

○森戸座長 生活者ネットワーク。 

○林議員 対象は全議員で、講師については、正

副議長、正副議会運営委員長でいいと思っていま

す。 

○森戸座長 改革連合。 

○五十嵐議員 基本的には、必要に応じた研修だ

けでいいと思います。研修は、基本的には新人議

員だけでいいんじゃないかと思っているんですね。

ただ、全議員でやることも反対はしないと。だけ

ど、全議員でやる場合は、検証という作業も一緒

にやるというのが基本的考え方で、検証を、１年

目、２年目、３年目、４年目というどの場面でや

るかというときに、２年目、３年目という意見も

あるんだけれども、新人議員の方は、基本的には

前の４年間を経験した方が入るわけですから、そ

の前の４年間の検証をそこでできるということで、

要するに、全議員が対象の研修でいいんですけれ

ども、その場合は検証も兼ねて行うというように

するのが合理的かなと思っているんです。 

○森戸座長 では、市民自治。 

○片山議員 研修については、是非、新人議員だ

けではなく、全議員がよろしいかと思います。今、
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五十嵐議員がおっしゃったように、検証を兼ねて

ということなんですが、多分、その研修をするな

かで、いろいろな質疑をしながらということで、

多少、そういう要素は入ってくるのかなというよ

うな気はします。 

 講師については、正副議長、正副議会運営委員

長の中で、四者で協議して、別に全員ということ

ではなくてもよろしいかと思いますけれども、協

議していただきながら決めていただけたらと思い

ます。 

○森戸座長 こがねい市民会議。 

○斎藤議員 対象議員は初当選議員及び希望する

議員。講師に関しては、正副議長及び議会運営委

員会の正副委員長で協議していただく。どちらも、

絶対それでなければいけないということではなく

て、研修の条文が入るのであれば、それで賛成し

ますので、全議員を対象にすることも可能ですし、

講師として事務局の力をお借りするということも

否定はしません。ただ、希望とすれば、先ほど言

ったことが優先で、その後のことに妥協するとい

うことになります。 

○森戸座長 市議会民主党。 

○鈴木議員 まずは、全員でやってみたらどうか

なと思います。回数を重ねる中で、また、この対

象については協議していただくということでいい

のかなと思っているのが一つです。 

 それと、誰が講師かということですけれども、

これは、正副議長で、四役も含めてですけれども、

行っていただくのがいいのかなという、皆さんの

意見と同じです。 

○森戸座長 ありがとうございます。失礼いたし

ます。 

 小金井をおもしろくする会。 

○白井議員 私は、初当選議員だけでいいと思っ

ていますが、そこはこだわりませんので、全議員

ということは、初当選議員が入るので、そこはこ

だわりませんので、一致するところでいいと思い

ます。 

 講師については、四者で協議をして、全員でや

るのか、誰かがやるのか、その辺は協議した上で

ということで、特に、絶対誰がやらないといけな

いということはないんですけれども、基本的には

議員がやるということで。 

○森戸座長 分かりました。 

 大体、講師は正副議長、議員が行うということ

で一致したかなと思いまして、正副議長、議会運

営委員会の委員長の四者でということでいいです

か。（「協議して」と呼ぶ者あり）誰が行うか協

議して決めると。では、それはオーケーです。 

 対象なんですが、ちょっとニュアンスが違って

いる方が何人かいらっしゃいまして、改革連合が、

全議員も反対しないと。ただ、行うとしたら検証

も一緒にやってはどうかということですね。斎藤

議員は、新人議員と希望する議員、全議員とはな

らない。 

○斎藤議員 ですから、今、申し上げたように、

強くではなくて、私の希望はそうですけれども、

全体が一致するのであれば、全議員ということで

も。 

○森戸座長 分かりました。すみません、ちょっ

と聞き漏らして。 

 そうしますと、反対はしないという、改革連合

なんですが。はい、分かりました。では、全議員

でということでよろしいですか。 

 ありがとうございます。ようやくまとまりまし

た。 

 では、研修会は全議員でということであります。 

 そうすると、条文を見ていただきたいんですが、

第２班の方に作っていただいた条文なんですね。

これは、初当選議員向けの研修とあるんですが、

これは削除することになりますよね。第23条につ

いては、そうしますと、今日、配っていただいて

いる部分に載っています。今日、お配りしてある

第７章の、本条例に関する自己研鑽、研修、検証
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のところの第22条、初当選議員向けの研修。ここ

の、初当選向けというのを削除して、本条例の研

修、みたいになるんですかね。ここの条文は、今、

いただきましたので、本条例の研修になるのか、

正副座長で精査させていただいてよろしいですか。

これは、第１班で精査することになるんですか。

なので、第１班で条文の精査を、よろしいですか。

条文というか、第22条の題名ですね。本条例の研

修と言うのか、どのような言い回しにしたら一番

しっくりくるのか、そこは第１班で。 

○白井議員 そのタイトルについてなんですけれ

ども、初当選議員向けの研修ではなくて、本条例

の研修でも良いんですが、せっかくですので、理

念の共有、目的はそれだと私は思っています。形

は研修であるので。意見だけ投げて逃げていいの

か分かりませんが。 

○森戸座長 分かりました。本条例の理念の共有。

理念の共有だけだと、ちょっと分かりづらいんで

すけど、本条例の理念の共有というご提案もあり

ましたので、それも含めてご検討いただいてよろ

しいですか。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、検証ですね。検証について。これ

は、必要に応じてか、定期的検証かということで、

どのようにするかということだったんですが、前

回、両方かなというのが全体的な意見だったかな

と思いますが、それぞれ、ご意見いただければと

思いますが。中山議員、自民党からお願いします。 

○中山議員 我々は、定期的な検証というところ

は入っていなかったんですが、歩み寄りの方向で

持ち帰りまして、定期的検証を行う方向で条例文

に盛り込むことにつきましては合意がとれました。 

○森戸座長 共産党。 

○水上議員 共産党は両方で。 

○森戸座長 両方、定期的検証と必要に応じて。

自民党も、必要に応じてを拒否はしていらっしゃ

らないですね。 

 続きまして、公明党。 

○小林議員 うちも両方ということになるか思い

ます。 

○森戸座長 民主党。両方で。 

 みんなの党。 

○百瀬議員 必要に応じた検証並びに定期的な検

証、両方です。 

○森戸座長 生活者ネットワーク。 

○林議員 定期的な検証と必要に応じて。必要に

応じての検証は、多分、２項がそれを言っている

と思うので、両方をやっていただくということで、

文言に関しては、必要に応じてが入っても入らな

くても、そこは大勢に従います。 

○森戸座長 改革連合。 

○五十嵐議員 必要に応じて、検証は当然、ある

べきだろうと思いますが、定期的な検証に関しま

しては、先ほどの意見と同じでございますので。 

○森戸座長 市民自治。 

○片山議員 両方ということでお願いします。 

○森戸座長 こがねい市民会議。 

○斎藤議員 私どもも両方必要だと思います。 

○森戸座長 小金井をおもしろくする会。 

○白井議員 かねてから言っているように、両方

必要だと思います。 

○森戸座長 ありがとうございます。 

 それでは、これも一致いたしましたので、そう

しますと、条文としては、先ほどもちょっとあり

ましたけれども、案２の方でまとめて、逐条解説

の方で両方を入れ込むということになるかなと思

いますが、よろしいでしょうか。正副座長案で、

条例の検証等ということで、第１項、第２項と入

れていますが、議会は、この条例の目的が達成さ

れているか否かを議会運営委員会において検証す

るものとする。２、前項の検証の結果に基づき、

適切な措置を速やかに講ずるものとするというこ

とでよろしいでしょうか。 

 それで、問題は、ちょっと検証の時期はいろい

ろ意見があるかなと思っています。２年間やって



－ 5 － 

３年目でということもありましたし、それから、

今日、五十嵐委員からは、新たな提案として、４

年間終わった後の最初の研修の中で検証してはど

うかというご意見もありました。この辺りは、議

論しておいた方がいいかなと思うんですが、いか

がですか。 

 ただ、ちょっと新しい提案もあるので、今日は

持ち帰るかどうかなんですけれども。 

○斎藤議員 研修は、全議員が研修対象となった

んですけれども、そこで検証作業をするとなると、

初当選議員は、その意味合いというのはなかなか

分かりづらいのではないかと思うんです。条文を

ただただ研修するというのは、この条例以外にも

たくさん勉強しなくてはいけないことがあるんで

すが、実際、議会で体験してみて、その条例につ

いてどう考えるかという自分の考えが生まれてく

るのであって、初当選してきて、すぐに、条文だ

けではない、その中身について検証作業をされて

も、恐らく、初当選の議員の方は分からない。そ

れよりも、いわゆる一般的な研修を受けた方が身

になるのではないかなと思います。 

 それと、１回の会議で検証が終わるということ

は絶対にあり得ないんですから、これは点でやる

のではなくて、やはり、帯でやらないと、複数回

やらないと、検証作業というのは終わらないと思

いますので、やはり、私は２年、２サイクル経験

した後で、３年目辺りに検証するというのが妥当

ではないかなと思っています。 

○五十嵐議員 検証作業のイメージをどのように

持つかということで、多分、違ってくるのかなと

思うんですけれども、条文を一からずっと見てい

く中で、例えば、ワークシートみたいなものがあ

るとしたら、この条文はこのままでもう大丈夫み

たいな、特に手直しとかする必要がないというと

ころも、結構出てくると思うんですね。だから、

新人、新しい議会が始まったときに、新人の方は、

そうやって説明を受けて勉強するんでしょうけれ

ども、その前に経験している人たちは、やはり、

そういう目で、変な話だけど、このままでいいか、

もう一回、ちょっと議論する必要があるかとか、

そういうチェックをしていって、それで、必要が

あるというところに関しては、要するに、必要に

応じてということになるわけだから、次の議会運

営委員会に申し送っていくみたいな、そういう作

業をちょっとイメージしたんですね。 

 だから、検証という作業が、例えば、一つひと

つ洗い出して、例えば、２年たったり、３年たっ

たときに、これはどうでしょうか、あれはどうで

しょうかとお互いに議論しながらやっていくとい

うことになると、新人議員の研修とは一緒にはな

らないかもしれないんですけれども、それも大変

なのではないかなという思いもあって、１回聞き

ながら、経験のある目でチェックしてくださいよ

というのはできるのではないかなと思ったんです。 

 それと、もう一つは、ただ条文をずっと聞いて

いるよりも、初めて議員になった人にとっても、

ちょっとこういうところが問題だったという議論

がある方が、余計、理解が進むという可能性もあ

るかなという思いもありまして、だから、どうい

う検証をするかによって、できるかどうかという

のは違ってくるかなとは思っております。 

○白井議員 私は、斎藤議員と同じで、ずっと２

年、半分やって、そこから３年目に検証したらど

うかなというのはずっと思っているんですけれど

も、その理由としては、さっき斎藤議員も述べら

れましたけれども、基本的に、検証というのは、

ドゥーした後のチェックなんですね。だから、ド

ゥーをしていないのにチェックできないんですよ。

確かに、大半の方々は再選されます。かどうか分

かりませんけれども、前回の選挙からすると、確

か６人入れ替わったんですか。４分の１入れ替わ

ったんですけれども、それ以外の４分の３の方々

はいらっしゃるわけだから、当然、前期の議会を

踏まえて検証するというのは分かるんですけれど
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も、仮に、これが半分入れ替わるみたいな事態に

なったときに、検証できるのかということもあり

ますから、いずれにしても、４年で任期というの

は決まっているわけですから、その中で、ある意

味、完結できる部分はするし、その４年でスパン

を捉えるというのは、感覚としては必要かと思っ

ているんですね。 

 だから、初当選議員も含めて、自分なりにドゥ

ー、経験してみて、そこで気づいたことを、何ら

かの意見として言うためには、やはり、２年ぐら

いやってみないとそういう意見も出せないし、何

よりも、その４年間の中で、ひととおり行動を起

こしてから、その後の検証、チェックだと私は思

っていますので、どういうやり方をするにしても、

そういう考えで言うと、やった後でしょうねと。

仮に、２年ではなくてというのであれば、もう、

４年やり切る段階でやるというのも手としてはあ

ります。ただ、選挙等々忙しいこともあるので、

落としどころとしては、やはり、３年目にやると

いうのが、一番きれいな形だと思います。 

○板倉議員 ちょっと、ここでの議論の整理をお

願いしたいと思っていて、五十嵐議員から先ほど、

議員研修のときに併せて検証も行ってはどうかと

いうご意見がありました。座長案の方は、議会運

営委員会において検証するものになっていますね。

私は、初当選議員を含めて、全議員対象の研修の

ときに、４年間なり何年間なり議員を経験されて

いる方もいるわけですから、そこで、四者が協議

した方が説明をするときに、説明を受けながら、

この部分は実態と合っていない、あるいは、この

部分は条文を見直した方がいいんじゃないかとい

うことを、研修という場は自分なりで感じていく

場になるだろうと思っているんです。そこで検証

を始めてしまうと、こういう議会の場がまた始ま

るんじゃないかという思いもあるんです。だから、

最終的には、議会運営委員会で、それぞれの会派

が感じているものを持ち寄って検証しないと、多

分、やっていけないだろうと思っています。そう

いうまとめ方にした方がいいんじゃないかという

ことです。 

 あとは、定期的というところを、白井委員が言

われるように、２年たってやるのかというのは、

また別問題のことだと思っているんです。そうい

う整理の仕方をしないと、ちょっとごちゃまぜの

議論が始まると厳しいなと思います。 

○森戸座長 まあ、五十嵐議員の新しい提起なの

で……。 

○渡辺（ふ）議員 今、五十嵐委員から新しい提

案があったんですけれども、やはり、４年間やっ

てきて、次のときに必ず帰ってくるかどうかとい

う補償はないわけで、でも、４年間の中に、こう

いうのだったらいいのになというのが大きくなっ

ている方もいると思うので、どうせやるなら、そ

ういうものが実質、反映できるような検証の方が

現実的ではないかと思います。 

 もし、新人議員と一緒にやるとなると、それこ

そチェックで、できました、できませんぐらいの

ところになってしまうと思うので、どうせなら、

それがきちんとした形で反映できるような検証の

仕方がいいのかなと思っていて、ですから、あま

り時間をかけて全部見直すような検証というのは、

４年間で毎回やる必要はないと思うんですが、そ

れは、随時というか、必要に応じてという方に入

るのかなと思っていて、ただ、全体の検証という

のは、チェックリストのチェックぐらいのことは

できるのかなと思っているので、あくまでも、新

人研修とは別にした方がいいのかなと思います。 

○森戸座長 ほかに、いかがですか。 

 新しい提案がありまして、ただ、全体は２年や

ってみて、３年目でという話なんですね。その辺

りでいかがでしょうか。 

○五十嵐議員 別に、そんなに強くこだわってい

るわけではないんですけれども、ただ、２年やっ

て、３年目で議会運営委員会の中で一から洗い出
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すという作業も、結構大変な時間と労力を要する

かなと。私が委員になるかとか、そういうことは

別にして、議会改革を片方でやったりしていると、

結構な作業量になっていくかなということがあっ

て、合理的にするにはどうしたらいいかなという

ことを、ちょっと考えたものですから、そのよう

なことを言っているので、あまり、そんなにこだ

わっているわけではないんです。ただ、基本的に

は、私は、検証は４年目かなとちょっと思ったん

です。４年目というのは、次をやろうという人に

とっては大変かなという思いもあったので、そう

したら、研修と一緒にやっても合理的かなという

ことで、できるだけ時間と労力を効率的にやる方

法を考えた方法としてそう思ったので提案してみ

たんですけれども、そんなに強くこだわっている

わけではございません。 

○片山議員 ちょっと、その３年目というのが全

体的な意見というまとめ方になってしまったので、

私はそうではなくて、できれば、２年ごとがいい

かなと思っています。２年で、議員の任期も変わ

ってくるということもありますので、２年目の最

後の方でやる、４年目も最後であると。選挙があ

る、ないということはあるかもしれませんけれど

も、それは、どのようなチェック項目にしていく

かとか、そのやり方によるとは思うんですが、あ

る種、全体を見直すということをやりながら、議

会運営全体を見るきっかけになると思いますので、

議会運営委員会の中でやるのであれば、あまり大

変な形でやると考えずにやれる方法を考えながら、

２年ごとということを、一応、念頭に入れてもよ

ろしいのではないかと思います。 

○森戸座長 すみません、私は、４年間で１回か

なということで一致したと思っていたんですが、

それは一致していないわけですね。今、片山議員

は、４年間で２回はやろうという話でしたよね。

（不規則発言あり）１年ごと。生活者ネットワー

クは、（不規則発言あり）毎年できるはず。 

○白井議員 私も、毎年と、もともと言っていた

ので、ただ、一致しないのは分かっているから、

せめて４年に１回、任期中に１回はという話にし

て、それで、皆さんにご理解を頂いたと思ってい

ました。 

○森戸座長 そうですよね。 

○鈴木議員 まあ、歩み寄りの議論ということも

あると思うんですけれども、多分、必要に応じて、

この議会基本条例に従って様々な動きが出たとい

う、これは前にもお話ししたかもしれないけれど

も、いろいろなことが起こったときに、対応を迫

られるという状況も出てきますよね。そういう意

味では、今、白井議員が言ったような、常に見直

しは必要になってくるかなということもあるんで

す。それが、どういったものが出てくるのかも、

まだ行動していないので、チェックしようがない

という話ももっともだなと思っていて、だけど、

最低限、４年に１回は必要だなということで今、

落ち着いているような、そういう認識だったんで

す。 

 必要に迫られて、きっと、何か検討しなければ

いけないことが出てくると思うんです。そこは担

保しつつ、最低、４年に１回という形で合意でき

ればいいのかなと、個人的にはそう考えています。 

○片山議員 私は、そんなに強く推しているわけ

ではなく、根本的な考え方を言っているんですけ

れども、この定期的か、必要に応じてかという、

そこの議論のところでようやく一致したような形

かと、両方ということで、皆さん、ご意見が一致

しているところだと思いますので、その中で、そ

んなに強く推すわけではありません。できるとこ

ろからやっていったらいいとは思っています。 

 ただ、２年やって、その次の３年目という話が

出てきたものですから、であれば、やはり、２年

間で任期が変わるところであれは、２年ごとの最

後かなと思ったということですね。ですので、ち

ょっと、そこの、３年目なのか、あるいは４年目
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の最後なのかというところについては、ちょっと

検討したいなと思っています。 

○森戸座長 それで、すみません、鈴木議員もお

っしゃるように、必要に応じてが結構難しい問題

で、ずっと議論しいかなければいけなかったりと

かいうことが起こったときに、では、その評価は

どうするのかということも、あり得る話になって

くるので、やってみないと分からないところもあ

ることはあるんですね。その辺りはどうするかと

いうことだと思います。 

 まだ、条文について議論をやっているときに、

定期的だからって、じゃ、全部やりましょうとい

うことになっていくのかどうかというところはあ

るかなということかなと、今、ちょっと思ったん

ですが、よろしいですか。 

○斎藤議員 ２年後の最後というんですけれども、

では、３月定例会を終わってからやるのかなと。

４年後は、２月定例会が終わってからやるんです

かと。現実問題、多分、無理だと思うんです。２

年かけて、３年目のどこかで、３月定例会があっ

て、その年は人事がないので、４月、５月の間で

やるとか、そういう幅を持たせないと、多分、そ

んな日程調整を含めて、現実問題として難しいん

だと思います。理念的には分かりますよ。人事も

２年なので、それが終わるところでやるというの

はよく分かるんですけれども、現実問題も少し考

えた方がいいと思います。 

○片山議員 私は、２年ごとのところで各委員会

の調査の報告も出しますよね。そういうイメージ

で思っていたものですから、定例会中というか、

その前のところですか、例えば、もし２月の終わ

りから定例会が始まるとしたら、その前とか、議

会が選挙のときはもう少し前倒しになるかもしれ

ませんけれども、そういったようなことで考えて

いたところです。 

○板倉議員 検証の中身に入った議論になったか

なと思っているんです。今の片山議員の提案とい

うのは、委員会の中間報告とか、最新報告という

ときに、各会派が、例えば、議会基本条例につい

ては、この部分についてはこういう課題を残して

いるとか、ここを改善した方がいいとか、それを

検証とするのか、このような、代表者会議みたい

な、そういう場を検証ということになるのかとい

う、一つの境目があるなと思っているんです。 

 初当選議員研修のところで、全議員を対象にす

るということになりましたね。そこでいろいろ、

正副議長なり正副議会運営委員長から、議会基本

条例の業務の説明があります。そのときに、議員

を経験されている方は、この部分は現実と合って

いないなとか、この部分は見直さなければいけな

いなとか、多分、頭の中でチェックできると思う

んです。それを２年間放置しておくということは

ないと思うんですね。そうすると、もしそこでチ

ェックが出てくれば、最低限、初年度とか次年度

あたりに検証作業に入らざるを得ないと思うんで

す。あとは、４年に１回は検証が行われるのかな

と。初当選議員を含めて議員研修があるわけです

から、そこでもう一度学ぶわけですから。自然体

でいけば、その後は、必要に応じてになるのかな

というのが、私の認識なんですね。 

 だから、中間報告なり最終報告の中にうたうと

いう方法もありますけれども、基本は、初年度の

研修の中でチェックをしていくという形になって、

早期に対応を求めていくということになるのでは

ないかなと。自然体でいくとそうなるのではない

でしょうか。 

○小林議員 多分、検証の中身を議論しないと、

タイミングの話にはならないかなと思っていて、

いろいろ、今も出たように、検証といっても、条

文の細かいところを、これはいけないといって直

すようなことは、条文ですから、それは事前に、

制定する前に十分チェックして出さなければいけ

ないものですので、検証して出てくるものという

のは、新しい議会改革のテーマだとか、この条文
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に沿っていない運営がされているとか、結構、大

きなものだと思います。新しい議会改革の提案な

どだと、議会運営委員会で随時提案もできるとい

う体制もあるという中で、どういうチェックにな

るかというところで、チェックをするまでが検証

なのか、それとも、先ほども出ましたけれども、

そこから出てきたものをどう対処するかという議

論までを検証のワンクールとするかで、これもま

た考え方が大きく違うと思います。 

 以前も出たように、塩尻市議会でしたっけ、新

しいテーマが幾つかまとまって出たところで、ま

た、特別委員会のような形で、こういう会議のバ

ージョン２という形で新たに取り組むというよう

な取組をされている議会もあります。その辺の認

識をどこかで一致しないと、タイミングの議論に

はならないというように思います。 

○森戸座長 小林議員がおっしゃること、板倉議

員もそうだったんですが、お話を聞きながら、そ

の検証の意味というのはどこにあるのかなと、ち

ょっと思ったんですね。白井議員はＰＤＣＡだと

いうことをおっしゃっていて、やってみてどうだ

ったのかということが必要だということですから、

だから、条文に沿ったことについて、所沢市議会

ではないですけれども、やっているか、やってい

ないのかという、そのチェックだけであれば、そ

れは簡単にできることですよね。しかし、条文の

中身が、やはり、これはおかしいじゃないかとい

うことになると、その結果を受けてなのか、やり

ながらなのかになってくるんですけれども、意味

合いが違ってくるなと思うんですね。やっている

か、やっていないかの評価であれば、そんなに違

いは出ないと思うんですけれども、その辺りの、

皆さんが抱いていらっしゃる検証のイメージです

ね。だから、生活者ネットワークが、１年間やっ

てみて、条例が、やっているのか、やっていない

のかというチェックだけだったら、すぐにできる

話なんです。ただ、２年かけて、やってみてどう

だったかというチェックというのは、それも同じ

だとは思うんですけれども、１年で全部こなすと

いうのは、なかなか難しいですよね。例えば、参

考人招致ですとか、公聴会ですとか、毎年できれ

ばいいですよね。（「毎年やるもんじゃない」と

呼ぶ者あり）毎年やるものではないという意見。

それをやっているか、やっていないかというチェ

ックをかけていく、そのことで意識化して、じゃ、

これはやってみようかという話になってくるかど

うかというのもあるんだろうと思うんですけれど

も、その辺り、ちょっと休憩して、もう少し皆さ

んの思っていることを自由に言っていただけない

でしょうか。 

 休憩いたします。 

午前11時37分休憩 

                  

午前11時50分開議 

○森戸座長 再開いたします。 

 今、休憩中の協議会の中で、どのように検証し

ていくのかということのご意見を頂きましたが、

まだ実践していないということもあって、そこを

どのように具体的にしていくかを議論するのは難

しいというご意見もありました。その点から見て、

現時点では、一応、この条文にするということに

したいと思います。逐条解説は、定期的な検証と

必要に応じての検証を盛り込むといたしたいと思

いますが、よろしいですか。 

 問題は、検証の在り方については、実施した段

階で考えていただくと。ただ、この議会基本条例

策定代表者会議で議論してきたことがあります。

２年に１回という方もあるし、毎年という方もい

らっしゃるし、２年を経過して３年目でやったら

どうかというご意見もありましたので、それらを

踏まえて、その実施段階に検討していただくとい

うことで、いかがでしょうか。 

 では、そのようにさせていただきます。 

 それで、ちょっと時間が、あと７分ぐらいです
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が、若干、先に進みたいんですが、よろしいです

か。できる限り前に進みたいと思います。 

 次が、51の先例申合せのところです。次に掲げ

る原則を基本とするということであります。皆さ

んにご回答を頂いておりまして、これはもう、読

み上げていただいたんでしたか。（「まだです」

と呼ぶ者あり）まだですよね。 

 ということで、ちょっと、各会派のご意見を頂

いてよろしいですか。 

 では、自民党からお願いします。 

○中山議員 ナンバー51、議会運営の原則につき

ましては、４号の下線、先例または申合せという

ことで、これにつきましては、申合せという表現

につきまして議論しまして、ここについては削除

するということで一致いたしました。 

○森戸座長 では、共産党、お願いいたします。 

○水上議員 確か、議論の中身が、先例というの

をここに載せると、では、先例を見せてくれとい

ったときに、まとまったものがきちんとないとい

うことだったので、先例という言葉をちょっと載

せるのがふさわしいかどうかというのがあったと

思うんです。 

 申合せについては、ハンドブックの中で書かれ

ているので、先例を削って、申合せ等とするとい

うようにしたらどうかなということです。 

○森戸座長 公明党。 

○小林議員 会議規則及び先例または申合せの部

分は、会議規則及び要項等へ変更、そして、既に

合意を踏まえて整理されている申合せについては、

今回の議会基本条例制定作業に続いて、早急に規

則や要項の中に盛り込んで整備する作業をすると

いうことで、先例、申合せは、基本的にはなくし

ていく、吸収していくという考え方であります。 

○森戸座長 民主党。 

○鈴木議員 賛否についは「×」をつけさせてい

ただきました。意見として、会議規則及び先例ま

たは申合せ、アンダーライン部分を削除し、その

会議規則に基づいてということでいいのではない

かという意見です。 

○森戸座長 それでは、みんなの党。 

○百瀬議員 この先例、申合せについては、こう

いう表現は流山市の条例にあるというのに気がつ

いたんですが、それを踏まえた上で、基本的には、

アンダーライン部分の削除でいいとは思いつつも、

そうすると、前段との整合性を考えたときに、４

号を全て削除してもいいのかなというのが意見で

す。 

○森戸座長 生活者ネットワーク。 

○林議員 実態としては、先例または申合せとい

う部分も参考にしながら議会運営がされていると

考えているので、このままの条文でもいいかと思

っておりますが、このままだと一致しそうにあり

ませんので、もう少し皆さんの意見も伺いながら

考えたいと思います。 

○森戸座長 改革連合。 

○五十嵐議員 「△」になっていますけれども、

「×」でもいいんですけれども、先例またはの部

分は削除して、申合せ等に基づいてにしたらどう

かということです。 

○森戸座長 市民自治こがねい。 

○片山議員 基本的には、このまま先例または申

合せという言葉を載せた方がいいとは思っている

んですが、ただ、一致するような形に持っていき

たいと思っていますので、ただ、申合せ等という

ことになると、また等の説明がどこかで要るのか

なとか、いろいろ考えると、どのような表現にし

たらいいかどうかは、ちょっと検討したいと思い

ます。 

○森戸座長 こがねい市民会議。 

○斎藤議員 申合せ事項というものは、一定の議

論をした上で、ハンドブックなどに出ている、そ

の範囲についてという意味で、先例は、一覧表と

いうものがないと思いますので、先例のみだけ削

除した方がいいと思います。 
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○森戸座長 小金井をおもしろくする会。 

○白井議員 私も、先例を削除してはどうかと思

っています。法的根拠がない先例なんかは、その

ときの状況でいろいろ判断が変わってきたのでは

ないかなと思いますので、そういう意味では、改

めて条例に先例という言葉を記載しなくてもいい

のではないかという意見です。 

○森戸座長 分かりました。ありがとうございま

す。 

○飯田議会事務局次長 先例だけでなくて、申合

せ事項につきましても、積極的に公表していると

ころではございませんが、ただ、ちょっと問題か

なと思っておりますのは、申合せという言葉がこ

ちらに入りますと、会派代表者会議について申合

せの中に入っていて、公開していない会議も申合

せ事項の中にあるということが、ちょっと問題な

のかなと思っております。 

○森戸座長 ということであります。 

 全体は、先例は入れなくてもいいということで

ありまして、申合せも、先ほどの次長の説明から

言うと、非公式のものも入っているということか

ら、これは、全体として、先例または申合せにつ

いては削除する方向でどうだろうかと。ただ、公

明党がおっしゃっているように、今後、申合せな

どを要項などに置き換えていくこともあるのかな

と思います。それらは、これから検討することに

なりますので、とりあえずは削除するということ

でどうでしょうか。みんなの党は、なじまないの

であれば、第４号は全部削除だと、（「丸々」と

呼ぶ者あり）全体を。 

○百瀬議員 他の自治体も調べたんですけれども、

こういう議会運営の原則というところでは、理念

のみ書かれているという条文も結構あったので、

そういう意味では、全部なくても、第３号までで

話は通じるので、いいのかなという意見です。 

○森戸座長 第４号全体を削除ですね。 

○片山議員 ちょっと、削除するということにつ

いては、全体削除も、この文言だけ削除というこ

とについても、ちょっと、もう少し検討してもら

いたいと私は思っていて、先例についても、先例

集を作る、作らないといった話がどこかであった

と思っています。作るべきだということもあるか

と思いますし、また、ハンドブックについて、会

派代表者会議も、あらゆるところで、言葉で出て

くるんですね。ですので、これについて、私はも

う一回検討するべきだと、本来、思っているんで

すね。このままどこにも載せないでいくのかとい

うことについては、私は、もう一回どこかに立ち

戻って検討すべきことではないかと思っています

ので、申合せなども、ないような状況にしてしま

うのはいかがなものかとは思っています。 

○斎藤議員 すみません、これは、例えば委員会

条例や会議規則に基づいてというのは当たり前の

ことなんですね。先例または申合せという言葉が

入るから、この第４号は生きてくるので、そうい

う意味で言えば、百瀬議員が言うようなことがそ

うかなという感じもするんですけれども。 

 やはり、ここは議会の知恵として、申合せ事項

ということで、せめて、一致していることに関し

て、公明党がおっしゃるような、要項を中に盛り

込んでいくという形での運営というのも、やはり、

議会としての知恵として、また、先例というのを、

条例の中に盛り込むというのは、ちょっといかが

なものかと思うんですけれども、議会の運営とし

て、先ほど言いました、議会の知恵として、全員

の一致を見た上で先例を生かしていくというのは

当然、あるんですけれども、これはなかなか、条

例の中に盛り込むのは、私は、現段階では難しい

と思います。 

○森戸座長 先例は、先例集が公開されていれば、

私は、載せてもいいのかなと思うわけですね。実

際に、先例集を作っていらっしゃるところはある

ので。ただ、そこまでまだ行っていないのが小金

井の現状なので。 



－ 12 － 

○斎藤議員 白井議員がおっしゃっているように、

その先例というのは、そのときどきの場合で、次

が全くそれと同じ条件に当てはまるというもので

はないことが、多分、多いと思うんです。その先

例というものを、言ってみれば武器にして自分の

意見を通そうというようなことが、多分、起こる

ことがあると思うので、私は、そこは非常に慎重

に議論した方がいいと思います。 

○森戸座長 分かりました。 

 どちらにしても、申合せ事項は、もう少し、斎

藤議員がおっしゃるように、格上げをする必要が

ある。公明党がおっしゃっているような、要項ま

で格上げできるものは格上げしていくということ

が必要だと思うんですね。ただ、現状は申合せに

なっていて、条例に盛り込むところまで、申合せ

事項についてもまだ行っていないのかなと。した

がって、要項に格上げする段階でここに盛り込む

ということはあると思うんです。会議規則等とし

て、等には要項も含むみたいに変更していくこと

はできると思うんですけれども、現状では、なか

なかそこまで行き着かないかなと思うし、片山議

員から、会派代表者会議をもう一度議論したらど

うかというご意見もあるんですが、ちょっと、そ

こをまた議論すると、なかなか一致できないかな

ということもありまして、お気持ちは非常に分か

りますが、現状の一致点のところで行うというこ

とで、先例または申合せを削除する方向で検討し

ていただけないかなと思うんですね。 

 もう一回議論しほしいというお話なんですが、

ちょっと、これ以上どうでしょうか、皆さん、議

論が必要であれば、今日ではなくて、継続して議

論をしていきたいと思うんですが。 

○片山議員 今、別にこの場でということではな

くて、全体を見直す中で、会派代表者会議である

とか、ハンドブックという言葉を今のところで削

って、これを説明していくというのは非常に難し

いというのが、恐らく、第１班の方なんかは思っ

ているかもしれませんけれども、そういったこと

が、これから全体を見る中でも、再び、多分浮き

上がってくるのかなと思います。 

○森戸座長 確かに、おっしゃるように、全体を

もう一度見た中で、見直していかなければいけな

いところも出てくると思いますので、そこは議論

しないということではなくて、継続して議論して

いくということで、残していきたいと思うんです

が。削除するということでは、どうでしょうか、

片山議員、一致はまだ難しいですか。 

 もう少し議論するということであれば、今日は、

現時点で継続したいと思うんですが。（「継続

で」と呼ぶ者あり）継続で。はい、分かりました。 

 では、ナンバー51については、全体を削除する

方向なのかなと思いますが、もう少し議論を進め

ていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 それでは、お昼になりましたので、今日はこの

程度にとどめたいと思いますが、よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 それでは、本日の議会基本条例策定

代表者会議は終了したいと思いますが、よろしい

ですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○森戸座長 ご異議なしと認め、本日は終了いた

します。 

午後０時06分閉会 

 

 




